
保護者　様

　平素は、本校教育の振興に格別のご配慮をいただき、厚くお礼申しあげます。

　さて、学校徴収金につきましては、教育活動に必要な教材費、校外学習費などの生徒に直接還

元される費用を、生徒費及び積立金として、徴収させていただきます。

　つきましては、下記の納入額・振替日をご確認いただき、学校徴収金及びＰＴＡ会費の定期納

入にご協力くださいますようお願い申しあげます。

　なお、金額の内訳については、別紙予算書をご参照ください。

1． 納入金額　　　下表のとおり

2． 納入方法

　① 銀行預金口座からの自動振替を利用されるご家庭

　　　〈振替日〉毎月26日（銀行の休業日の場合は翌営業日）

　　　　         1回の振替につき、振替手数料が68円引き落とされます。

　      ※自動再振替はございません。登録口座の預金残高にはご注意ください。

3． 未納時の対応

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月

26日(木) 27日(月) 26日(火) 26日(金) 26日(月) 26日(水) 28日(月)

生徒費 4,800 10,000 0 0 0 0 0 14,800

積立金 7,150 0 0 10,000 10,000 7,000 0 34,150

PTA会費 0 0 12ヶ月分※ 0 0 0 0 12ヶ月分

48,950
+PTA会費12ヶ月分

生徒費 10,000 4,100 0 0 0 0 0 14,100

積立金 0 8,000 0 10,000 10,000 0 0 28,000

PTA会費 0 0 12ヶ月分※ 0 0 0 0 12ヶ月分

42,100
+PTA会費12ヶ月分

生徒費 10,000 5,900 0 0 0 0 0 15,900

PTA会費 0 0 12ヶ月分※ 0 0 0 0 12ヶ月分

15,900
+PTA会費12ヶ月分

7,000 予備日

　　　〈納入日〉　毎月発行いたします納入通知書に、納入期間を記載します。　

大阪市立天王寺中学校長　大西　啓嗣

令和４年度 学校徴収金及びPTA会費の納入についてのお知らせ

記

　② 現金で納入されるご家庭

　　⇒翌月初旬に納入通知書を配布いたしますので、そちらに現金を添えて、

　　　記載の期限までに事務室までお支払いいただきます。

　・納入期限までにお支払いいただけない場合

　　⇒未納通知書の配布やお電話でお知らせいたしますので、速やかにお支払い

　　　いただきます。特別な事情がある方については、就学援助制度の申請を

　　　ご検討ください。

2
年

合計 10,000 12,100
PTA会費
12ヶ月分

※PTA会費を月10口お申込みのご家庭ですと、12ヶ月分で12,000円となります。（1口100円）

0 0 0 0

3
年

合計 10,000 5,900
PTA会費
12ヶ月分

令和4年4月28日

10,000 10,000 0 0

　・残高不足等で振替不能となった場合

合 計
振 替 日

1
年

合計 11,950 10,000
PTA会費
12ヶ月分

10,000 10,000


